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【基本理念】
• 自転車は二酸化炭素を発生せず、災害時において機動的
• 自動車依存の低減により、健康増進・交通混雑の緩和等、社会的・経済的な効果
• 交通体系における自転車による交通の役割の拡大
• 交通安全の確保
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自転車活用推進法（2017年5月）

（国）自転車活用推進計画（2018年6月）

東京都自転車活用推進計画（2019年3月）

板橋区基本構想

板橋区基本計画2025 板橋区都市づくり
ビジョン

板橋区交通政策
基本計画

いたばしNo.1
実現プラン 2025

板橋区自転車活用推進計画

• 板橋区交通安全計画 2020
• 板橋区環境基本計画 2025
• いたばし健康プラン後期行動計画 2022
• 板橋区観光振興ビジョン 2025
• 板橋区スポーツ推進ビジョン 2025 など

整合・連携

整合・連携

整合・連携



未来創造戦略
（施策・組織横断的に
協働・連携する戦略）

自転車活用に関し、
より具現化したもの

自転車活用推進計画
（仮称）

都市づくり
ビジョン⇔

相互に
作用･連携

3



4

・子どもが自転車を楽しめる環境づくり

・正しい自転車の乗り方を地域の大人が教

える仕組みづくり

・親子で楽しく学べる交通安全教育の推進

・自転車通勤の促進

・シェアサイクルの普及促進

・自転車損害賠償責任保険加入促進

ほか

例
例

・まちづくりと連動した自転車の利活用

・観光施設等を巡るサイクリングコースの

設定やツアーの創設

・魅力ある商店等に気軽に立ち寄れる駐

輪スポットの整備

・自動車から自転車への転換促進による

環境負荷の低減

・自転車関連情報のオープンデータ化

・災害時の自転車の有効活用 ほか

・シニアサイクリストの支援

・シニアによる高齢者向け地域交通安全

教室の開催

・自転車利用に対応した健康促進アプリの

導入

・貸自転車等による高齢者への移動手段

の提供

・自転車修理技術を習得したシニア人材に

よる修理工房の展開

ほか

注）戦略Ⅰ～戦略Ⅲは、区政の持続的な発展を可能とするため、施策・組織横断的に協働・連携する「未来創造戦略」を示す。（板橋区基本計画2025より）

例

基本目標Ⅰ
基本目標Ⅲ

基本目標Ⅱ

基本目標Ⅳ （基本目標Ⅰ～Ⅲの全体に関係する目標）

例 自転車通行空間の整備 （自転車ネットワーク路線の整備、矢羽根等による自転車通行位置の明示、違法駐車対策の強化 ほか）

自転車適正利用の促進、駐車環境の整備 （ドライバーへの安全運転啓発、自転車駐車環境の質の向上、押し歩きゾーンの設定 ほか）

注）＿は、「いたばしNo.1プラン2025」重点戦略の柱Ⅱ：DX戦略に、＿は柱Ⅲ：ブランド戦略と重複して関係する事項

重点戦略(柱Ⅰ) SDGs戦略


